
 

「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき 
「知事指定薬物」を指定しました 

 
  本日、危険ドラッグ対策の一環として、「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」第１３条に基
づき、県内において乱用又はそのおそれがある３物質を「知事指定薬物」として指定し、告示しま
した。令和８年６月１８日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持、使用、広告等は条
例に違反することとなり、処罰の対象となります。 
 

「知事指定薬物」として指定した物質（３物質） 

① ２－｛２－［（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－

ベンゾ［ｄ］イミダゾール－１－イル｝－Ｎ，Ｎ－ジエチルエタン－１－アミン及びその塩類 

通称：Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｎｉｔａｚｅｎｅ 

② ２－｛［４－（２－フルオロエトキシ）フェニル］メチル｝－５－ニトロ－１－［２－（ピロリジ

ン－１－イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその塩類 

通称：Ｆｌｕｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、Ｎ－ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ－ｆｌｕｅｔｏｎｉｔ

ａｚｅｎｅ 

③ Ｎ－［２－（５－メトキシ－１Ｈ－インドール－３－イル）エチル］プロパン－２－アミン及びそ

の塩類 

通称：５－ＭｅＯ－ＮｉＰＴ 

 

～県民の皆様へのお願い～ 
 
  「危険ドラッグ」は麻薬、覚醒剤等の化学構造を少しだけ変えた物質を含んでおり、麻薬や 

覚醒剤と同じかそれ以上の有害性が疑われる大変危険な薬物です。 

  「危険ドラッグ」を吸入、摂取等により人体に使用すると、死亡例を含む健康被害や第三者を 

巻き込む事件・事故を引き起こすことがあるので、絶対に使用しないでください。 
 

 

 

 

 

  

令和 8年 6月 17 日 

健康福祉部 

薬務課 薬物対策・温泉保護係 

電話：027-226-2667  内線：2667    



※参考 
１ 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例 

薬物の乱用による保健衛生上の危害の発生を防止することにより、県民の健康及び安全を守
り、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成２７年
３月２０日に制定されました。 
 

２ 知事指定薬物 
中枢神経系の興奮若しくは抑制、又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に

使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるもののうち、県の区域内において
現に乱用され、又は乱用されるおそれがあると認められるものとして、知事が群馬県薬物指定
審査会の意見を聴いて指定するものです。現時点での「知事指定薬物」は、今回指定した３物
質のみです。なお、これまでに指定した１８０物質は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律」に基づく指定薬物に指定（うち２９物質はその後、麻薬に
指定）されたことに伴い、「知事指定薬物」の指定が失効し、現在、同法又は「麻薬及び向精
神薬取締法」により規制されています。知事指定薬物の指定状況につきましては、ホームペー
ジで確認してください。 
URL:https://www.pref.gunma.jp/page/3058.html  

 

 

 

 


